
【譲渡証追加記載の依頼について】
　令和8年1月1からの行政書士法一部改正のご対応

令和7年度中に発行した譲渡証を差替えいたします
　　※　譲受人欄に 新所有者の住所及び氏名・名称を

　　　　弊社にて記載し、お渡しいたします

新所有者の住所・氏名(法人名/ゴム印可)を下の欄に記載願います

添付する印鑑証明の方を記載し、法人は代表者も必要です

新所有者

住所：

氏名：

新所有者の印鑑証明の写しを添付してください

譲渡証は差替えとなります

依頼書をご記入いただき、お手元にあります譲渡書類一式と一緒に

返信用レターパックを同封の上、返信をお願いいたします

送付先

〒753-0251　山口県山口市大内千坊６丁目２－１

　　　　　　山口日産自動車　株式会社　所有権解除担当者 宛

     TEL：083-922-2200　　FAX：083-925-8810

実印
山口県山口市大内千坊６丁目２－１

山口日産自動車 株式会社

ニッサン ZE2-123456ZAA-ZE2 YM52

※山口県山口市大内千坊１２－３４

日産 サクラ

⇑ 弊社にて記載し、お渡しいたします


